様式第1号（２条関係）

伐採及び伐採後の造林の届出書
年　月　日
曽於市長

森林所有者　
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所〒
         
　　　　　　　　　　　　　　　　　届出人氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

伐採する者（立木を伐採する権限を有する者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　届出人氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　伐採後の造林をする者（造林する権限を有する者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　住所〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　届出人氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第10条の８第１項の規定により、届け出ます。
　本伐採は、届出者である            が所有する立木（又は長期受委託契約に基づき            が所有する立木）を伐採するものです。

１　森林の所在場所
	　　　　　　
財部町                                                 
                                    
                                                                
                                                               
 曽於市  末吉町     大字       字                               
                              
                                                                
大隅町
                                                                




２　伐採及び伐採後の造林の計画
　　別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

３　届出書の情報提供に係る同意（同意する場合、森林所有者が自署する。）
	曽於市長が、再造林の推進に活用するために、本届出書の記載内
容について、県、市町村、林業事業体等に情報提供することに異議なく同意します。
　　年　　月　　日　　森林所有者：　　　　　　　　　　　　　　　



４　再造林の意向確認（再造林の意向について、自筆で☑を入れる。）
	□伐採後は、再造林※に取り組む。
□伐採後は、再造林※に取り組まない。（取り組まない場合は、別添の再造林しない理由書に理由等を記載する。）


　　 　※再造林とは、人工林の伐採後に、再びスギ等の苗木を植えること。
　　 　※人工林の主伐（皆伐）を実施する場合に記載する。
５　備考
	




（注意事項）
　以下の項目を確認し、自筆で☑を入れること。
　□１　伐採計画での伐採期間（始期）の90～30日前までに提出すること。
　□２　伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。
　□３　伐採する者と伐採後の造林する者とが異なり、これらの者が共同して提出する場合にあっては、当該伐採する者と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造林の計画をそれぞれ作成した上で、連名で提出すること。
　□４　伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積は、少数第２位まで記載し、第３位を四捨五入すること。
　□５　伐採、搬出の計画にあたっては、土地の保全、水源涵養、環境保全等に配慮し、当該地域及び周辺地域での土砂の流出、崩壊、その他災害が発生しないよう十分留意すること。また、伐採作業中又は作業完了後において、
　　　土砂災害の防止や周辺環境の保全などの目的で市町村及び県が行う指導に対しては真摯に対応すること。
　□６　森林の立木を伐採（主伐）した後は、植栽作業を想定して、伐採作業時において、伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林する者が決まっている場合は、造林する者と現場の後処理等の調整を図ること。また、天然更新を予定する場合は、枝条等が萌芽更新、天然更新等の妨げとならないよう留意すること。
　□７　届出書に基づいて森林の立木の伐採（主伐）及び造林をしたときは、
　　　それぞれの作業完了後30日以内に森林の状況報告書を必ず提出すること。

















再造林をしない理由書（森林所有者等用）
【確認年月日：　　年　　月　　日】
	項　目
	内　容

	
１　森林所有者等氏名
（個人又は代表者）
　※自署
	


	２　森林の所在場所
伐採面積（ha）
	所在場所：曽於市
面    積：     ha

	
３　再造林の重要性・必要性を知っていますか。

	
以下の項目を確認し、自筆で☑を入れる。
□森林には、木材の生産、土砂災害防止、水源のかん養など多面的な機能があり、伐採後は、これらの機能が早く回復するよう、再造林に取り組む必要があります。
□人工林伐採跡地を放置すると大雨などにより道路や近隣地に土砂が流出し、大きな災害が発生する可能性があります。


	
４　再造林しない
（できない）理由を教えてください。

	
以下の項目を確認し、該当する箇所に自筆で☑を入れる。（複数回答可）
□①経費がかかる
□②山は儲からないから
□③誰に頼めばいいかわからないから
□④植えてくれる林業事業体等がいないから
□⑤苗木が買えないから
□⑥自分では、山を管理できないから
□⑦山を売りたいと考えているから
　⑧その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


	
５　造林や下刈りに
係る補助制度を知
っていますか。

	
以下の項目を確認し、該当する箇所に自筆で☑を入れる。
□①造林や下刈りに関する補助制度を知っていますか
□②知らない（②に☑を入れた方は以下に☑を入れる。）
□③補助制度の説明を聞いてみたい
□④聞かなくてもいい


	
６　今後どうすれば、再造林が進むと思いますか。
	
再造林を進めるために必要と思う対策を記入する。



